
     平成２９年度「森の名手・名人」候補者募集要領 

 

                      公益社団法人鳥取県緑化推進委員会 

１ 日的 

  森や山に関わる生業や、日本の風土・地域生活に染み込んだ営為（以下「生業等」と

いう。）のうち、すぐれた技をもってその業を究め、他の技術・技能者、生活者たちの

模範となっている達人たちのことを「森の名手・名人」と称します。 

  このプロジェクトは、こうした「森の名手・名人」を顕彰することによって、社会一

般に『森を再生していく様々な技術の大切さ』や『山と関わり続けていくことの豊かさ』

をひろめ、併せて、その技を育んできた地域の自然と当地の気風を守り育てていくこと

を目的とします。 

２ 選定の要件 

 (１) 「森の名手・名人」は、次の全ての要件を満たす者のうちから選定されます。 

  ① 年齢５０歳以上であること 

  ② 森や山に関わる生業等に従事する経験年数が２０年以上であること 

  ③ 森や山に関わる生業等において極めて優れ、かつ特色のある技能を有すること 

  ④ 森や山との関わり、身の処し方、地域社会との関わり等を通じて、同業者及び地

域社会において模範とされていること 

  ⑤ 過去において「森の名手・名人」に認定されていないこと 

 (２) 「森の名手・名人」は、次の部門ごとに選定されます。 

  ① 森づくり部門 

    樵・そま師・木挽師、木馬・修羅づくり、筏師（川流し・流運材）、運搬集材、

道具改良、造林手（枝打ち、下刈り、植え付け、地拵え、苗木づくり）、道づくり、

木登り 等 

    （注）森づくりのボランティア活動は含みません。 

  ② 森の恵み部門 

    マタギ、蛇捕り、養蜂、蜂の子（虫）捕り、檜皮剥手、漆掻き、山菜採り、笥掘

り、キノコ採り、シイタケ栽培、山芋・葛根掘り、特用樹類生産 等 

    （注）「森のめぐみ部門」では、森林内で採補・採取することを主とする生業等

のうち、「森づくり部門」に属しない活動を行う者を選定します。 

  ③ 加工部門 

    木地師、桶・樽職人、曲げ物づくり、指物師、ヘギ板づくり、宮大工、船大工、

太鼓づくり、桐下駄づくり、竹寵づくり、炭焼き・炭窯づくり、野鍛冶、漆塗り 等 

    （注）「加工部門」では、木材や竹を利用し、それらに手を加えたり、加工する

生業等を行っている者のうち、森林との関わり等について卓越した見識を

有する者を選定します。 



  ④ 森の伝承・文化部門 

    茅葺き、紙漉き、シナ布、からむし織、スゲ細工、蔓細工、神楽面づくり、郷土

玩具づくり、草木染め 等 

    （注）「森の伝承・文化部門」では、樹皮や蔓、草などを利用し、加工する技術や、

伝統工芸品の制作技術など森の伝承・文化に関する技術を有する者のうち、森

林との関わりなどについて卓越した見識を有する者を選定します。森林ガイ

ド、樹木医等は含みません。また、趣味や芸術活動等は含みません。 

３ 選定の手続き 

 (１) 候補者の募集 

   公益社団法人鳥取県緑化推進委員会は、鳥取県東部農林事務所八頭事務所長及び鳥

取県各総合事務所長（日野振興センター所長）等、県内林業関係機関及び市町村支部長

宛推薦を依頼するとともにホームページ・新聞による公募により候補者を募集します。 

   ※推薦は、自薦、他薦を問いません 

     推薦・応募期間：平成２９年６月２０日(火)必着 

     推薦・応募は、別添推薦書によること（顔写真、活動写真貼付） 

     推薦書は、所轄の鳥取県東部農林事務所八頭事務所長又は各総合事務所（日野振

興センター所長）を経由すること。 

 (２) 鳥取県候補者の選定 

   公益社団法人鳥取県緑化推進委員会は、推薦書に基づき、厳正な審査を行い鳥取県

候補者を選定し、全国選定委員会に推薦します。 

   推薦期限：平成２９年７月７日（金） 

 (３) 最終選定 

   各県緑化推進委員会から推薦された候補者について、森の名手・名人全国選定委員

会（事務局：公益社団法人国土緑化推進機構）が開催され、推薦書に基づいて最終審

査され、８月上旬～中旬に「森の名手・名人」が選定されます。 

   ※発表：平成２９年８月下旬～９月上旬頃 

４ 認定書の交付 

   公益社団法人鳥取県緑化推進委員会を通じて認定者へ交付される予定です。 

５ 鳥取県候補者の決定及び推薦 

   推薦書に基づき厳正な審査を行い鳥取県候補者を選定し、公益社団法人国土緑化推

進機構あてに推薦します。 

６ 「森の名手・名人」の決定 

   森の名手・名人全国選定委員会（事務局：公益社団法人国土緑化推進機構）の最終

審査を経て決定されます。 

 

 



 

 【お問合せ先】 

 (公社)鳥取県緑化推進委員会    0857-26-7416 (鳥取県農林水産部森林・林業振興局内） 

 鳥取県東部農林事務所八頭事務所 

                 0858-72-3829 (農林業振興課林政担当） 

 鳥取県中部総合事務所      0858-23-3182（農林局林業振興課振興担当） 

 鳥取県西部総合事務所      0859-31-9678 (農林局農林業振興課林業振興室） 

 鳥取県西部総合事務所日野振興センター 

                 0859-72-2020 (日野振興局農林業振興課林政担当） 

 



 


